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１ 熊本市の協働と自主自立のまちづくり 

～コミュニティ活動の活性化～ 

 

熊本市は平成２４年４月１日から政令指定都市に移行し、それに伴い５つの区を設

置しました。各区役所では、より身近なところで行政サービスを提供するとともに、

区域の特性を生かしたまちづくりの拠点として、市民の皆様との「協働による自主自

立のまちづくり」を推進しているところです。 

 この「まちづくり活動の手引き」は、地域コミュニティ活動や健康福祉、子育て、

環境など、特に市民生活に関係の深い本市の支援メニューを取りまとめたものです。 

 今後、地域と区役所やまちづくりセンターがさらに連携し、「ともに支えあい、文

化に親しみ、安全で安心して、心豊かに暮らせる生活の実現」に向け、地域のまちづ

くりがさらに活発となるよう、この手引きをご活用いただきたいと思います。 
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地域の特性を生かした互いに助け合う安心・安全な「まち」 

地域公民館 

町内自治会 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ運営委員会 

ＰＴＡ 

子ども会 

老人クラブ 

女性の会（地域婦人会） 

防犯協会 

校区体育・スポーツ協会 

まちづくり委員会 

交通安全協会 

消防団分団 

公園愛護会 

民生委員児童委員協議会 

青少年健全育成協議会 

社会福祉協議会 

≪主な地域コミュニティ活動例≫ 

○地域のまつり、体育祭、敬老会、文化祭、成人式等 

○太鼓奏者の育成等の伝統文化の継承 

○防犯・防災活動 

○いきいきサロン・子育てサロン等の福祉活動 

自主防災クラブ 
文化協会 

地域コミュニティ活動 

※上記に掲載の地域団体は

一例になります。 

保護司会 

 

健康づくり関係団体 

ボランティア団体 

ＮＰＯ法人 

事業者 

校区自治協議会 

校区防災連絡会 



3 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                   

                                          

                         

                        

                                        

   

 

                                  

 

                                                                                             

                               

 

                      

 

相談 

支援 

協力・連携 

協働 

 

市民の身近な相談窓口 

区役所 

 

まちづくりセンター・公民館 

地域活動の拠点施設 

区のまちづくりの拠点施設 

市民活動支援センター 

あいぽーと 

市民公益活動の拠点 

地域の様々な 

情報を発信 

住民主体のまちづくり活動の支援 

生涯学習の推進とまちづくりへの展開 

市民公益活動に関する相談 

熊本市役所 本庁 

多様な主体のコーディネイト 

市民との協働による 

区のまちづくりビジョンの推進 

市民公益活動支援基金 

による事業費助成 

連携 

 

情報収集・発信 

地域の個性や特性を生かした 

まちづくり 

セミナー等人材育成 

連携 

 

市民生活に密着した 

行政サービス 

連携 

 


